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ⅡⅡⅡⅡ    いじめ問題への対策の内容いじめ問題への対策の内容いじめ問題への対策の内容いじめ問題への対策の内容    

    

１１１１    いじめ問題への対策のためにいじめ問題への対策のためにいじめ問題への対策のためにいじめ問題への対策のために教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会が実施すべき内容が実施すべき内容が実施すべき内容が実施すべき内容    

（１）（１）（１）（１）井原市井原市井原市井原市いじめ問題対策連絡協議会いじめ問題対策連絡協議会いじめ問題対策連絡協議会いじめ問題対策連絡協議会の設置の設置の設置の設置    

いじめ問題への対策に関係する機関等との連携を図るため、学校、教育委員会、

児童相談所、警察、ＰＴＡその他必要と認められる関係機関等の代表者により構成

される井原市いじめ問題対策連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）を設置す

る。 

 

（２）（２）（２）（２）井原市井原市井原市井原市いじめ問題対策専門委員会いじめ問題対策専門委員会いじめ問題対策専門委員会いじめ問題対策専門委員会の設置の設置の設置の設置    

学校におけるいじめ問題への対策を実効的に行うために、井原市いじめ問題対策

専門委員会（以下「専門委員会」という。）を設置する。専門委員会には、学識経

験者、心理や福祉等に関する専門家等の専門的な知識及び経験を有する第三者の参

加を図り、公平性・中立性が確保されるよう努める。 

 

（３）（３）（３）（３）教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会が実施すべき施策が実施すべき施策が実施すべき施策が実施すべき施策    

①①①①    いじめの防止いじめの防止いじめの防止いじめの防止    

ア 道徳教育及び体験活動等の充実 

イ 児童生徒による主体的な活動の支援 

ウ いじめを許さない集団づくりと意識の醸成、心理検査実施と活用 

エ 教職員の資質能力の向上と教育相談体制の充実 

オ 井原市いじめ問題対策連絡協議会の設置による関係機関等との連携強化 

カ インターネットや携帯電話等によるいじめについての教育や啓発の促進 

キ 井原市いじめ問題対策基本方針による施策の点検・評価 

②②②②    早期発見早期発見早期発見早期発見    

ア 定期的な調査等の実施についての指導 

イ 教育相談室を中心とした相談体制の充実 

ウ 県「ネットパトロール事業」によるネット上の書き込みの監視 

③③③③    いじめへのいじめへのいじめへのいじめへの対処対処対処対処    

ア いじめ問題対応専門チーム（仮称）による学校への支援 

学校において、解決が進まない場合に、教育委員会内にいじめ問題対応専門

チーム（仮称）を設置し、いじめ問題の解消を図る。 

イ 警察との連携 

いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められ、

早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に
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重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれ

る。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向に配慮した上で、早期に

警察に相談・通報し、警察と連携した対応をとるよう学校に対して指導・助言

を行う。 

ウ いじめの背景要因への対応 

児童生徒がいじめを行う背景要因に着目し、生活環境等の課題の解決を図る

ため、県教育委員会の指導の下、関係職員の派遣要請を行うなど、関係機関等

と連携しながら改善を図る。 

エ 出席停止に係る措置 

いじめられた児童生徒等が、安心して教育を受けられるようにするため、い

じめた児童生徒の保護者に対して、学校教育法第３５条第１項（同法第 

４９条において準用する場合を含む。）の規定に基づいて出席停止の措置を講

じる場合には、法の趣旨の基づいて適切に行われるよう、学校に対して指導・

助言を行う。 

 

２２２２    いじめ問題への対策のために学校が実施すべき内容いじめ問題への対策のために学校が実施すべき内容いじめ問題への対策のために学校が実施すべき内容いじめ問題への対策のために学校が実施すべき内容    

学校は、いじめ問題への対策のため、学校いじめ問題対策基本方針に基づき、校

長の強力なリーダーシップのもと、一致協力した指導体制を確立し、教育委員会と

も適切な連携を行い、学校の実情に応じた取組を推進する。 

（１）学校（１）学校（１）学校（１）学校いじめいじめいじめいじめ問題対策基本問題対策基本問題対策基本問題対策基本方針方針方針方針の策定の策定の策定の策定    

学校は、国又は県、市等の基本方針を参考にして、どのようにいじめ問題への対

策を行うかについての基本的な方向や、取組の内容等を「学校いじめ問題対策基本

方針」（以下「学校の基本方針」という。）として定め、学校のホームページや学校

だよりなどで公開する。 

 

（２）いじめ（２）いじめ（２）いじめ（２）いじめ問題問題問題問題対策委員会対策委員会対策委員会対策委員会（（（（仮称）仮称）仮称）仮称）のののの設置設置設置設置    

学校は、法第２２条に基づき、学校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及

びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ問題対策委員会（仮

称）」等の名称(組織の名称は学校の判断による。)により、組織的な対応を行う、

中核となる常設の組織を置く。 

いじめ問題対策委員会は、この学校の複数の教職員に加え、心理や福祉などの外

部専門家等の参加を得て対応することにより、より実効的ないじめ問題の解決を図

る。 

（３）学校が実施すべき取組（３）学校が実施すべき取組（３）学校が実施すべき取組（３）学校が実施すべき取組    

学校の基本方針には、「いじめの防止」「早期発見」「いじめへの対処」を主な項
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目として「学校がどのような児童生徒を育てようとしているのか」、そのために「教

職員は何をするのか」、「保護者や地域はどう協力するのか」等を示す。 

学校の基本方針に記載していく学校が実施すべき取組には、次のようなものが考

えられる。 

①①①①    いじめの防止いじめの防止いじめの防止いじめの防止    

ア 校内指導体制の確立 

イ 児童生徒の生命尊重の態度、人権尊重の意識、自己指導能力の育成 

ウ 互いに認め合い、心が通じ合う温かい人間関係づくり 

エ 児童生徒の主体的な参加による活動の促進 

オ ネット上や携帯電話等によるいじめに対処できる能力や態度の育成 

カ 教職員の指導力の向上 

キ 家庭や地域の関係団体との連携強化 

ク 学校いじめ問題対策基本方針の周知 

ケ 学校いじめ問題対策基本方針による取組の点検・評価 

②②②②    早期発見早期発見早期発見早期発見    

ア 教職員による観察や情報交換 

イ 定期的なアンケート調査等の実施 

ウ 校内の教育相談体制の活用 

エ 校外の相談機関等の周知 

オ ＳＮＳ等の利用実態の把握と指導 

③③③③    いじめへのいじめへのいじめへのいじめへの対処対処対処対処    

ア いじめの発見や相談を受けたときの対応 

遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその

行為を止める。 

児童生徒や保護者からいじめの相談や訴えがあった場合や相談機関からい

じめに関する情報提供があった場合は、真摯に傾聴する。 

ささいな兆候であっても、行為や訴えの内容を軽視することなく、いじめの

疑いがある行為には、早い段階から適切な関わりを持つ。 

その際、いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確

保し、守り抜くことを最優先にした対応を行う。 

また、正確かつ迅速な事実関係の把握に努めるとともに、学校は事実を隠す

ことなく保護者等に伝え、協力して対応する体制を整える。 

イ 教職員の組織的な対応と関係機関等との連携 

発見・通報を受けた教職員は、一人で抱え込まず、いじめ問題対策委員会(仮

称)に報告するなど、その情報を共有する。その後は、いじめ問題対策委員会(仮
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称)が中心となり、速やかに指導・支援体制を組み、対応の組織化を図る。警

察への通報には至らない事案についても、日頃から教育委員会や関係機関等へ

の相談を行い、互いの顔が見える連携を心がける。 

なお、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときには、い

じめられている児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校は必ず警察

と連携して対処する。 

ウ いじめられた児童生徒とその保護者への支援 

いじめられている児童生徒から、事実関係の聴取を行うとともに、心のケア

も行い、その児童生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができる

居場所が確保されるよう弾力的な措置も含めて環境の確保を図る。 

また、家庭訪問等により、確実な情報を迅速に保護者へ伝え、今後の対応に

ついて保護者と情報を共有する。状況に応じて、心理や福祉等の専門家の協力

を得ながら、いじめられた児童生徒に寄り添い、きめ細かく対応できる体制を

つくる。 

エ いじめた児童生徒への指導とその保護者への助言 

いじめた児童生徒から事実関係の聴取を行い、いじめた気持ちや状況などに

ついても聞き、その背景にも目を向けながら、その児童生徒が自らの行為の悪

質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す指導を行う。 

いじめが確認された場合、学校は「いじめは決して許さない。」という毅然

とした姿勢を示し、必要に応じて外部の専門家の協力を得て、組織的に対応し

ていじめをやめさせるとともに、その再発を防止する措置をとる。 

また、正確な情報を迅速に保護者へ伝え、事実に対する保護者の理解や納得

を促し、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力

を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。 

オ いじめの事実調査 

いじめられた児童生徒、いじめた児童生徒双方からの聴取をもとに、必要な

場合には、アンケート調査等を実施し、その結果から聴き取り対象者等を絞り

込んだ上で、関係した児童生徒から事実関係の聴取を行う。 

カ 他の児童生徒への働きかけ 

いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ、たとえ、

いじめを止めることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つように指導す

る。 

また、はやし立てるなど同調していた児童生徒に対しては、それらの行為は、

いじめに加担する行為であることを十分に理解させる。 

いじめを当事者だけの問題でなく全体の問題として考えられるよう、様々な
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資料をもとに話し合い、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような

集団づくりに努める。 

キ いじめ解消後の継続的な指導 

いじめが解消したと見られる場合でも、引き続き十分な観察を行い、適宜必

要な指導を継続的に行う。いじめの発生を契機として、事例を検証し、再発防

止のために日常的に取り組む内容を検討し、計画的に進めることでいじめのな

い学校づくりの取組を強化する。 

ク ネット上の不適切な書き込み等への対処 

ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、必要

に応じて県が行うネットパトロール事業による監視に加え、定期的なアンケー

ト調査や教育相談等によるＳＮＳ等の利用実態の把握も踏まえて、削除要請や

指導を行うなど適切に対処する。 

その際、書き込みを行った児童生徒が特定できる場合には、加害の児童生徒

に対して、被害児童生徒に与える影響の大きさについて、十分に認識させ、反

省を促すとともに、被害児童生徒に対する精神的なケアを行う。 

 

３３３３    重大事態への対処重大事態への対処重大事態への対処重大事態への対処    

（１）（１）（１）（１）教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会又は学校による調査又は学校による調査又は学校による調査又は学校による調査    

①①①①    重大事態の発生と調査重大事態の発生と調査重大事態の発生と調査重大事態の発生と調査    

ア 調査を要する重大事態 

教育委員会又は学校は、次の場合には、その事態（以下「重大事態」という。）

に対処し、同様の事態の発生の防止に資するため、その下に組織を設け、適切

な方法により、この重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。 

 

((((ａａａａ)))) いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産

に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき 

((((ｂｂｂｂ)))) いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠

席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき 

 

児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあっ

たときは、その時点での学校の判断にかかわらず、重大事態が発生したものと

して報告・調査等に当たる。 

イ 重大事態の報告 

重大事態が発生した場合、学校は、教育委員会を通じて市長へ報告する。 

ウ 調査の主体 
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学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告し、教育委

員会は、その事案の調査を行う主体や、どのような調査組織とするかについて

判断する。調査の主体は、学校が主体となって行う場合と、教育委員会が主体

となって行う場合がある。 

エ 調査を行う組織 

学校が調査主体となる場合、校内に法第２２条に基づき設置したいじめ問題

対策委員会（仮称）を母体として重大事態の性質に応じて適切な専門家を加え

た組織等を活用して調査を行う。この場合にも教育委員会は、調査を実施する

学校に対して必要な指導や適切な支援を行う。 

教育委員会が調査主体となる場合には、教育委員会の下に専門的知識等を有

する第三者により構成される組織を設けて調査を行う。 

学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ず

しも十分な結果を得られないと教育委員会が判断する場合や学校の教育活動

に支障が生ずるおそれがあるような場合には、教育委員会において調査を実施

する。 

 

②②②②    調査結果の提供及び報告調査結果の提供及び報告調査結果の提供及び報告調査結果の提供及び報告    

ア いじめられた児童生徒やその保護者に対する情報を適切に提供する責任 

教育委員会又は学校は、いじめられた児童生徒やその保護者に対して、事実関

係等その他の必要な情報を提供する責任を有することを踏まえ、調査により明ら

かになった事実関係について、いじめられた児童生徒やその保護者に対して説明

する。 

イ 調査結果の報告 

学校に係る調査結果は、市長に報告する。 

上記のアの説明の結果を踏まえて、いじめられた児童生徒やその保護者が希望

する場合には、いじめられた児童生徒やその保護者の所見をまとめた文書の提供

を受け、調査結果の報告に添えて市長に提出する。 

 

（２）調査結果の報告を受けた（２）調査結果の報告を受けた（２）調査結果の報告を受けた（２）調査結果の報告を受けた市長市長市長市長による再調査及び措置による再調査及び措置による再調査及び措置による再調査及び措置    

①①①①    再調査再調査再調査再調査    

重大事態の報告を受けた市長は、この報告に係る重大事態への対処又はこの重

大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第２８条

第１項の規定による調査の結果について調査（以下「再調査」という。）を行う

ことができる。 

市長は、再調査を行う場合は、「井原市いじめの重大事態に係る再調査委員会」
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（仮称）を設ける等の方法で調査を行う。その構成員は、このいじめ事案の関係

者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する者ではない第三者とし、この調

査の公平性・中立性を図る。 

再調査についても、再調査を行う者は、いじめられた児童生徒及びその保護者

に対して、適宜・適切な方法で、調査の進捗状況等及び調査結果を説明する。 

②②②②    再調査の結果を踏まえた措置等再調査の結果を踏まえた措置等再調査の結果を踏まえた措置等再調査の結果を踏まえた措置等    

市長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、

この調査に係る重大事態への対処又はこの重大事態と同種の事態の発生防止の

ために必要な措置を講ずる。再調査を行ったとき、市長はその結果を議会に報告

する。 


